
議第100号山形県監査委員の選任について

以上別紙のとおり

和 3年3月18日提出
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山形県知事 村 美栄子吉

令



議第100号

山形県監査委員の選任について

次の者を山形県監査委員に選任することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第

1項の規定により、同意する。

森谷仙一郎

星川純

提案理由

山形県監査委員小野幸作及び木村忠三は、令和3年3月18日をもって辞任するので、その後任者を

選任するため提案するものである。


